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【第 13 項】Ｍ等級およびＨ等級を改廃しＡ等級およびＨ等級とし、管理者への資質と公平性

を期すため、Ａ等級試験およびＨ等級試験を実施すること。①Ａ等級試験：Ｂ等級在級者で在

級年数４年以上の者②Ｈ等級試験：Ａ等級在級者で在級年数３年以上の者（交渉のﾎﾟｲﾝﾄ P3） 

管理者層は試験制度を維持し

て相応しい人が選ばれ、管理者

としての経験年数を積むべき。 

登用については考課であり現行と変わりはない。

経験年数は否定しないが年数でもしばらない。 

【第 15 項】昇進試験および昇格審査の結果は、本人に分かりやすく説明するこ

と。また、昇格審査の判定結果は発令日の前に本人に対して通知すること。 

【第 17 項】昇進試験の一次試験合格者に対する次回一次試験の一部免除は２年

間有効とすること。                               （交渉のポイント P3参照） 

管理者がフォローアップできるよ

うな資料が現場に届いていな

い。 

ペーパーと日々の業務を総合的に判断し、偏差値で

合否判定している。アドバイスの体制は整備する。 

その３へ 

【第 14項】提案資料第２項第６号②ア(ｱ)に定める社内通信研修講座終了による

在級年数の短縮は、A等級試験に限定し実施すること。（交渉のﾎﾟｲﾝﾄ P3参照） 

職場管理などは通教などで学べ

るものもある。医療の実態に即

したものを準備すること。 

自己啓発や能力向上に対して昇級を早める。医療職

に必要となる医療安全なども含めて準備する。 


